
 

 

 

 

小林市・野尻町合併協議会 

第８回会議資料 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日 時  平成２１年１１月２６日（木）午後１時３０分から 

場 所  野尻町農村環境改善センターホール 

 



 

 

第８回小林市・野尻町合併協議会次第 

 

１ 開    会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議    事 

 

①報告事項 

報告第５１号 第７回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について…………３ 

報告第５２号 小林市・野尻町合併協議幹事会規程の改正について……………７ 

報告第５３号～６３号 協議会報告事項（Ａランク） 以下参照 

協 議 会 報 告 事 項 標 題 
担当部会 

分科会 

本編資料 

ページ 

現況調書 

ページ 

報告第５３号 一般職の職員の身分の取扱いについて 総務 
行政・人事 

11 1 

報告第５４号 特別職の職員の身分の取扱いについて 総務 
行政・人事 

13 2～3 

報告第５５号 事務組織及び機構の取扱いについて 総務 

行政・人事 
19 4～8 

報告第５６号 公共的団体等の取扱いについて 総務 21 ― 

報告第５７号 介護保険事業の取扱いについて 厚生 
介護 

30 9～12 

報告第５８号 補助金・交付金の取扱いについて 厚生 
福祉 

33 13～14 

報告第５９号 高齢者福祉関係について 厚生 
福祉 

35 14～15 

報告第６０号 児童福祉関係について 厚生 
福祉 

37 16 

報告第６１号 保健・医療関係について 厚生 

保健予防 
41 17～18 

報告第６２号 生活環境関係の一部修正について 厚生 

生活環境 
44 19 

報告第６３号 学校教育関係について 文教 

学校教育 
46 19～20 

 

 

 

 



 

 

②協議事項 

協 議 会 協 議 事 項 標 題 
担当部会 

分科会 

本編資料 

ページ 

現況調書 

ページ 

協議第２８号 議会議員の定数及び任期の取扱いの変更につ

いて 
総務 

議会 
48 20 

協議第２９号 高齢者福祉関係の変更について 厚生 
福祉 

50 21～23 

協議第３０号 保健・医療関係の変更について 厚生 
保健予防 

54 24～27 

協議第３１号 社会教育関係の変更について 文教 
社会教育 

59 28 

協議第３２号 平成２１年度小林市・野尻町合併協議会補正

予算（第１号）について 
事務局 61 ― 

 

③諮問事項 

諮問第１号 市町村合併功労者総務大臣表彰候補者の推薦について…………６７ 

 

④確認事項……………………………………………………………………………･･７１ 

１．第９回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

２．第１０回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

 

⑤小林市・野尻町合併協議会委員等名簿……………………………………………７２ 

４ そ の 他   

５ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 報告第５１号  

 
 

第７回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について 

 
 
 
第７回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年１１月２６日提出 

 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎



 

 

第７回小林市・野尻町合併協議会以降の経過 

月 日 経  過  内  容 場      所 

9月 24日 第７回小林市・野尻町合併協議会 小林市中央公民館大ホール 

9月 28日 
29日 財務研修 野尻町役場 2階会議室 

10月 7日 
～9日 地域自治区・協働に関する先進地視察研修 飯田市役所（長野県） 

恵那市役所（岐阜県） 

10月15日 第２回財務システム打合せ 小林市役所４階大会議室 

11月 5日 健康管理システム打合せ 小林市役所１階介護保険課 
審査会室 

11月 6日 公衆電話取扱い説明会 小林市福祉事務所会議室 

11月 11日 第３回財務システム打合せ 小林市役所第１委員会室 

11月12日 第８回首長会・幹事会合同会議 小林市役所４階大会議室 

 



 

 

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回

(1) 組織機構

H21.3.19 H21.4.7 H21.4.14 H21.4.28 H21.5.12 H21.5.19 H21.6.23 H21.6.30 H21.7.7 H21.7.14

H21.7.21 H21.8.4 H21.8.25 H21.9.15 H21.9.29 H21.11.19

(2) 企画財政 H21.9.2

H21.4.27

H21.5.12

(3) 開庁準備 H21.4.17 H21.5.21 H21.6.10

H21.4.17 H21.10.13 H21.11.6

H21.4.17 H21.5.15 H21.6.24 H21.8.6 H21.8.24 H21.10.15

H21.4.17 H21.8.7 H21.11.18

H21.4.17

(4) 文書例規 H21.4.8 H21.4.23

H21.3.3 H21.9.16 H21.9.29

(5) 電算統合 H21.5.27 H21.6.3 H21.6.4 H21.6.10 H21.6.17 H21.6.18 H21.6.19 H21.6.26 H21.7.8 H21.7.9

H21.7.15 H21.7.21 H21.9.10

H21.6.3 H21.6.11 H21.6.18 H21.7.16 H21.8.26

H21.5.26 H21.5.29 H21.6.3 H21.6.9 H21.6.17 H21.6.23 H21.7.1 H21.7.15 H21.7.21 H21.7.22

H21.8.25 H21.9.10

H21.6.3 H21.6.4 H21.6.11 H21.6.19 H21.6.25 H21.7.7 H21.7.16 H21.7.23 H21.8.26 H21.9.9

H21.4.24 H21.6.3 H21.7.10 H21.8.6 H21.9.9 H21.10.9 H21.11.13

（6） 入札・契約・検査 H21.10.19 H21.10.26

H21.10.15 H21.10.27 H21.10.30

H21.8.11 H21.9.30 H21.11.9 H21.11.19

グループ会議

グループ会議

グループ会議

④

標識看板

式典企画

広報

④

8

9

15

13

14

①

②

③

3

企画①

財政②

班

グループ会議

1

2

プロジェクト会議

①

②

文書管理

例規調整

税B

グループ会議

10

11

12 住民A

住民B

税A

①

②

③

合併準備プロジェクト開催状況　　　　（平成21年2月26日～）

プロジェクト
グループ

移転

組織機構班①

会計③

6

7

4

16 ① 入札・契約

グループ会議

17 ② 検査



 

 
- 7 

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回

(1) 総務 H21.6.2 H21.6.29 H21.7.8 H21.7.10 H21.7.21 H21.7.27

(調整委員会) (調整委員会)

H21.5.18 H21.5.19 H21.5.26

H21.3.23 H21.4.10 H21.5.15

H21.5.14 H21.5.15 H21.5.21 H21.5.27 H21.10.27

H21.5.8 H21.5.18

調整済

調整済

調整済

(2) 企画財政 H21.3.30 H21.5.20

① H21.5.25

H21.3.25 H21.8.20 H21.10.8

H21.3.24 H21.4.22 H21.5.12

H20.12.4 H21.3.23 H21.4.20 H21.4.30 H21.5.14 H21.8.4 H21.9.3 H21.10.5 H21.10.23

H20.12.3 H20.12.10 H20.12.17 H20.12.26 H21.1.7 H21.1.15 H21.1.20 H21.1.28 H21.2.9 H21.3.3

H21.3.18 H21.3.30 H21.4.8 H21.4.14 H21.4.22 H21.5.11 H21.6.4 H21.6.24 H21.7.10 H21.8.6

H21.9.9 H21.10.9 H21.11.13

(3) 厚生 H21.3.27 H21.4.21 H21.8.10

① H20.12.9

② H21.7.15 H21.3.16 H21.3.26 H21.6.8 H21.10.7

③ H21.8.26

④ H21.10.23 H21.4.10 H21.5.19

H20.12.8 H20.12.19 H21.1.15 H21.2.6 H21.2.16 H21.6.15 H21.8.12

H20.12.3 H21.2.16 H21.4.28 H21.7.10 H21.7.23 H21.8.11 H21.8.12 H21.10.14

H21.5.8 H21.5.11 H21.8.5

調整済

(4) 産業建設 H21.4.6 H21.5.1 H21.5.14 H21.5.21

① H21.5.8 H21.3.27 H21.4.9 H21.4.15 H21.5.13 H21.5.21

② H21.5.18

③ H21.7.2 H21.4.13 H21.4.14 H21.4.21

(都城研修)

④ H21.7.15 H20.12.4 H21.3.25 H21.5.8 H21.5.15 H21.5.22

H20.3.19 H21.3.25 H21.3.30 H21.4.7 H21.4.16 H21.5.18 H21.5.19 H21.6.17 H21.6.23

H21.4.9 H21.4.17 H21.6.2 H21.6.23

H20.3.26 H21.4.20 H21.4.30 H21.5.15 H21.5.22 H21.9.1 H21.9.8 H21.9.15 H21.10.30 H21.11.2

H21.4.15

(5) 文教 H21.5.12 H21.6.26 H21.8.11 H21.9.15 H21.10.22

H21.7.23
(福祉分科会合同会議） H21.6.16 H21.6.30 H21.10.15

調整済

⑦

④

③

⑧

②

①

⑥

31

28

22

19

27

26

23

29

24

25

6

30

9

10

11

7

8

13

16

17

21

⑤

⑤

①

②

20

18

③

12

⑥

14

15

①

②

④

③

住民

商工観光

農業委員会

⑦

畜産

介護

保健予防

病院

国保

生活環境

⑥ 監査

⑤ 電算

管財

財政

⑦

②

③

①

⑧

②

議会

⑤

④

③

会計

企画

公平委員会

税務

行政・人事

固定資産評価
審査委員会

消防・防災

①

給食センター

建設

耕地

学校教育

社会教育

農林水産

福祉

④

水道

下水道

専門部会・分科会開催状況　　　　（平成20年12月1日～）

分科会名部会名

4

選挙3

1

2

5

 



 

 

 

 報告第５２号  

 
 

小林市・野尻町合併協議会幹事会規程の改正について 

 
 
 
小林市・野尻町合併協議会幹事会規程について、別紙のとおり改正したので報告す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年１１月２６日提出 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 



 

 

小林市・野尻町合併協議会幹事会規程の一部を改正する規程 

 

小林市・野尻町合併協議会幹事会規程（平成２０年１２月第１回小林

市・野尻町合併協議会報告第３号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中「両副市長」を「副市長」に改める。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。



 

 

小林市・野尻町合併協議会幹事会規程 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、小林市・野尻町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１

２条第３項の規定に基づき、小林市・野尻町合併協議会幹事会（以下「幹事会」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 幹事会は、小林市・野尻町合併協議会会長（以下「会長」という。）の指示

を受け、小林市・野尻町合併協議会（以下「協議会」という。）に提案する事項に

ついて、協議又は調整するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、小林市、野尻町の合併に関し必要な事項について、

協議又は調整するものとする。 

（幹事） 

第３条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（組織） 

第４条 幹事会は、幹事をもって組織する。 

２ 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。 

３ 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。 

（会議） 

第５条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。 

２ 幹事長は、幹事会を代表し、会議の議長となる。 

３ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に支障があるときは、幹事長があらかじめ

指名した副幹事長がその職務を代理する。 

（関係職員等の出席） 

第６条 幹事長は、必要に応じて幹事会に関係職員等の出席を求めることができる。 

（報告） 

第７条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告する

ものとする。 

（庶務） 

第８条 幹事会の庶務は、規約第１３条第１項に規定する協議会の事務局において処



 

 

理する。 

（補則） 

第９条  この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定    

める。 

 
附 則 

この規程は、平成２０年１２月１日から施行する。  

附 則 

この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 
別表（第３条関係） 

区 分 職 名 

小 林 市 副 市 長 総 務 課 長 

野 尻 町 副 町 長 総 務 企 画 課 長 

専 門 部 会 専 門 部 会 長  

事 務 局 事 務 局 長 事 務 局 次 長 
                            




